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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材の上に配置されている複数の有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ素子群と
、前記有機ＥＬ素子群の上に配置されている透明性を有する無機物からなる保護層と、を
有する有機ＥＬパネルを、
　前記有機ＥＬ素子群が複数配置されている部材の前記複数の有機ＥＬ素子群の間で、前
記基材と前記保護層とを切断することによって得る有機ＥＬパネルの製造方法において、
有機樹脂からなる積層部材を前記保護層の上に接して前記複数の有機ＥＬ素子群の間を跨
いで配置する工程と、
　前記基材と前記積層部材が配置された前記保護層とを前記複数の有機ＥＬ素子群の間で
前記基材側から切断する工程と、
を有することを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項２】
　前記有機ＥＬパネルは、前記積層部材の上に接して平面部材を有し、
　前記積層部材を配置する工程は、前記積層部材を前記平面部材に配置する工程と、前記
積層部材が配置された前記平面部材を前記保護層の上に配置する工程とを有することを特
徴とする請求項１に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項３】
　前記平面部材、及び前記積層部材を前記複数の有機ＥＬ素子群の間で前記平面部材側か
ら切断する工程を有することを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
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【請求項４】
　前記有機ＥＬパネルは外部接続端子を有しており、
　前記積層部材を配置する工程は、前記積層部材が配置された前記平面部材の前記外部接
続端子に対応する位置に開口を設ける工程を有し、
　前記平面部材を前記保護層の上に配置する工程は、前記開口を有する前記積層部材およ
び前記平面部材を前記保護層の上に配置する工程であることを特徴とする請求項２に記載
の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項５】
　前記積層部材は接着剤であって、前記有機ＥＬ素子の光取り出し側に配置されているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネルの製造方法
。
【請求項６】
　前記平面部材は円偏光部材であることを特徴とする請求項２乃至請求項４のいずれか１
項に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネルの製造方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス基板上に有機発光層が二つの電極の間に挟まれたサンドイッチ構造の有機ＥＬ素
子を有する有機ＥＬパネルが知られている。そして、前記有機発光層の光を外に取り出せ
るようにするために、電極の片方は透明のものが使われており、一般的にはＩＴＯ（Ｉｎ
ｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）などの透明電極が使われている。更に前記有機発光層の
外周面は封止部材により封止され、外部駆動回路により電圧を印加することにより発光す
る。
【０００３】
　以上の原理により発光する有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬパネルは、視認性に優れ且つ
発色性が多様であることから、車載用コンポや携帯電話等のディスプレイや表示素子に利
用されている。
【０００４】
　有機ＥＬパネルの製造において、近年有機ＥＬパネルを多面取りで生産する方法が考え
出されている。この方法は、一枚の大型基板上に複数のパネルに対応した有機ＥＬ発光部
を作成した後に、基板を切断して一枚の有機ＥＬパネルを得る方法である。
【０００５】
　このような有機ＥＬパネルの製造方法として特許文献１が知られている。特許文献１に
記載の有機ＥＬパネルの製造方法は、封止膜を形成した部分で基板をカットすると封止膜
にひび割れや剥がれが発生する虞があることを課題としている。そこで、マスク部材をカ
ットライン上に配置した状態で封止膜を形成し、マスク部材の除去によってカットライン
上に封止膜がない状態で基板をカットすることによって上記課題の解決を図っている。封
止膜は水及び酸素等の透過を阻止することを目的として形成されている。
【特許文献１】特開２００３－２４９３５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の有機ＥＬパネルの製造方法は、カットライン上にマ
スク部材を精度良く配置しなければならず、また封止膜を形成した後にマスク部材を剥が
す工程を要するため、製造プロセスが複雑になる。
【０００７】
　製造プロセスを簡単にするためには、大型基材上に配置される複数の有機ＥＬ素子群の
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間を跨いで封止膜等の保護層を形成し、保護層を大型基材とともに切断することが必要で
ある。
【０００８】
　そこで、本発明は、特許文献１の発明と同様に保護層の切断によって保護層にひび割れ
や剥がれが発生する課題を解決しつつ、特許文献１の発明では困難であった製造プロセス
を簡単にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、基材と、前記基材の上に配置されている複数の有機ＥＬ素子を有する有機Ｅ
Ｌ素子群と、前記有機ＥＬ素子群の上に配置されている透明性を有する無機物からなる保
護層と、を有する有機ＥＬパネルを、
　前記有機ＥＬ素子群が複数配置されている部材の前記複数の有機ＥＬ素子群の間で、前
記基材と前記保護層とを切断することによって得る有機ＥＬパネルの製造方法において、
有機樹脂からなる積層部材を前記保護層の上に接して前記複数の有機ＥＬ素子群の間を跨
いで配置する工程と、
　前記基材と、前記積層部材が配置された前記保護層とを、前記複数の有機ＥＬ素子群の
間で前記基材側から切断する工程と、
を有することを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、保護層の上に接して積層部材を配置した上で基材側から基材および保
護層を切断するため、保護層を切断する際に生じるひび割れや剥がれを積層部材によって
妨げることができる。また、保護層を基材とともに切断するため、基材の切断と保護層の
切断を別々に行う必要がなく、製造プロセスを簡単にすることができる。
　したがって本発明は、保護層にひび割れや剥がれの少ない有機ＥＬパネルを簡単な方法
で提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、基材と、基材上に配置される複数の有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ素子群と
、有機ＥＬ素子群の上に配置される保護層と、を有する有機ＥＬパネルの製造方法である
。この製造方法は、有機ＥＬ素子群が複数配置されている部材の複数の有機ＥＬ素子群の
間で、基材と保護層とを切断するものである。
【００１２】
　そして、本発明は、複数の有機ＥＬ素子群の間を跨いで保護層の上に接して積層部材を
配置する工程と、基材と上に前記積層部材が配置された保護層とを、複数の有機ＥＬ素子
群の間で基材側から切断する工程と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　保護層の上に接して積層部材が配置されているため、基材側から保護層を切断する際に
保護層は積層部材によって固定されるため、保護層に加わる力の一部は積層部材に伝わる
。保護層に余分な力が加わることを積層部材が妨げるため、保護層にひび割れや剥がれが
発生しにくくなる。そして、ひび割れや、剥がれが発生した部分から水分等が有機ＥＬ素
子に浸入することを防ぐことができ、より長時間に渡って高品質な発光を維持できる有機
ＥＬパネルを提供することができる。
【００１４】
　また、本発明では、積層部材が保護層の上に配置された状態で切断を行うため、切断に
よって発生する切断カスが保護層表面に付着しなくなる。保護層を配置した状態で切断を
行った後に積層部材を配置する場合には、切断カスが保護層表面に付着してしまうため、
切断カスを除去する別の工程が必要になる。また、切断カスが付着したまま積層部材を配
置すると、切断カスが保護層を傷つけてしまい、また基材とは反対側から光を取り出すト
ップエミッション型の有機ＥＬパネルの場合には表示品位を著しく低下させてしまう。本
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発明の製造方法はこのような問題を発生させることなく、有機ＥＬパネルを製造すること
が可能である。
【００１５】
　以下、本発明に係る有機ＥＬパネルの構成及び有機ＥＬパネルの製造方法を図面に基づ
いて説明する。図１及び図２は、本発明に係る有機ＥＬパネルの製造方法の１実施形態を
説明する図であり、図１は切断対象となる部材の断面模式図であり、図２は切断対象とな
る部材の平面模式図である。
　図１及び図２において、１は基材、２は有機ＥＬ素子群、３は保護層、４は接着部材（
積層部材）、５は平面部材、６は外部接続端子、７は切断ラインである。
【００１６】
　本発明に係る有機ＥＬパネルの製造方法において、切断の対象となるものは図１に示す
ように、複数の有機ＥＬパネルに共通する基材１上に有機ＥＬ素子群２が間隔をあけて複
数配置されている。そして、有機ＥＬ素子群２の間を跨いで複数の有機ＥＬ素子群２の上
に保護層３が配置されていて、有機ＥＬ素子群２の間を跨いで保護層３の上に接して積層
部材４が配置されている。そして、これらの部材からなる切断対象を複数の有機ＥＬ素子
群２の間において基材側から切断する。
【００１７】
　基材１は、有機ＥＬ素子を構成する一対の電極、及び電極間に配置される有機化合物層
を配置する土台となる部材である。例えば、ガラスや有機樹脂等の部材を有するものであ
って、アクティブマトリクス型の有機ＥＬパネルの場合には、ガラスや有機樹脂等の部材
の他にＴＦＴ等の回路素子や平坦化層等を有するものであっても良い。
【００１８】
　有機ＥＬ素子群２は、複数の有機ＥＬ素子の集合である。有機ＥＬ素子とは一対の電極
間に有機化合物層が配置されていて、電極間に電流を流すことによって、有機化合物層か
ら発光が取り出されるものである。パッシブマトリクス型の有機ＥＬパネルの場合には、
ストライプ状の電極が交差した点を有機ＥＬ素子とし、複数の交差した点の集合が有機Ｅ
Ｌ素子群となる。アクティブマトリクス型の有機ＥＬパネルの場合には、素子を駆動する
ＴＦＴ等の回路素子に接続された電極とそれに対向して配置される電極部分と、電極間の
有機化合物層の発光部分とが有機ＥＬ素子となる。そして、その有機ＥＬ素子が複数配置
されたものを有機ＥＬ素子群となる。
【００１９】
　保護層３は、有機ＥＬ素子を水分・酸素の影響から守り、その劣化を低減するために設
けられる層である。材料としては例えば、酸化珪素、窒化珪素、酸化アルミニウム、窒化
アルミニウム、酸化チタン、アモルファスシリコン、ダイアモンド状カーボン、ＳｉＣＮ
等の無機物が好適であり、中でも窒化珪素が防湿性、成膜性、耐クラック性に優れている
ため好んで用いられる。また、基材とは反対側から光を取り出すトップエミッションタイ
プの有機ＥＬパネルの場合は、保護層３を介して光が取り出されるため、透明性も要求さ
れる。窒化珪素は僅かに着色しているので、透明性を上げるために水素をドープすること
が好ましい。
【００２０】
　保護層の厚みは、５００～１００００ｎｍであることが好ましい。５００ｎｍ未満であ
るとピンホールなどにより十分な防湿性が発揮できず、１００００ｎｍを超えると外部応
力によるクラックの発生が起こりやすくなる。
【００２１】
　上記防湿層の形成方法としては、プラズマＣＶＤ法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着
法、スパッタリング法などから選択すればよい。窒化珪素の場合はプラズマＣＶＤ法によ
るのが一般的である。
【００２２】
　接着部材４は、保護層３上に平面部材５を接着させるための部材である。本実施の形態
においては、接着部材４が保護層３の上に接して配置される積層部材となる。積層部材が
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保護層３を固定し、ひび割れや剥がれの発生を妨げる。積層部材は保護層３を切断する際
にひび割れや剥がれを起こして積層部材と同時に切断されないように、脆性の低い材料で
あることが好ましく、具体的には有機樹脂等の部材が好ましく用いられる。また、積層部
材は保護層の表面を、切断に用いられる刃等の部材から保護する。積層部材は、有機ＥＬ
パネルの光取り出し側に配置されていてもよいし、光取り出し側とは反対側に配置されて
いても良い。光取り出し側に配置されている場合には、前述したように、切断カスによっ
て表示品位を著しく低下させることを回避することができる。なお、本実施の形態では、
積層部材は保護層３上に平面部材５を接着させる接着部材４であるが、必ずしも、接着部
材でなくてもよく、保護層３上に積層部材が単独で配置されてもよい。
【００２３】
　平面部材５は、本発明においては必ずしも設けられる必要はないが、保護層３を基材１
側から切断する際に保護層３をより強固に固定することになるため、設けられていること
が好ましい。平面部材５が設けられる場合には、平面部材５は例えば、防湿層の保護、防
湿性のさらなる付与、切断して得られるパネルの機械的強度向上、光学特性の向上などを
目的とする部材であってもよい。材料としては例えば、ガラス、プラスチックが好適であ
り、後述する開口部が設け易いという点で、プラスチックがより好適である。具体的には
、フッ素樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂
、アセチル化セルロース樹脂、環状オレフィン重合体樹脂、ポリスチレン樹脂などの透明
性に優れるプラスチックが好ましい。また、複数の材料の積層体でもよい。
【００２４】
　また、平面部材５は円偏光部材であっても良い。円偏光部材は外光反射を低減するため
の部材であって偏光部材（直線偏光部材）と位相差部材とが積層されたものである。
【００２５】
　外部接続端子６は、駆動回路部を有機ＥＬパネルに電気的に接続し、有機ＥＬパネルに
電気信号の入出力を行うために、有機ＥＬパネル側に設けられる外部接続端子のことであ
る。一般的に、外部接続端子６には駆動回路部側の端子としてフレキシブルプリント配線
板（ＦＰＣ）が接合される。外部接続端子６は基材１に設けられているため、基材１上に
積層される保護層３や積層部材は外部接続端子６上には設けられず、外部接続端子６が露
出している必要がある。そのため、積層部材の外部接続端子６に対応する位置に開口を設
けて、開口を設けた積層部材を保護層３の上に接して配置することが好ましい。積層部材
に開口を設けるためには、まず積層部材を平面部材に配置して、積層部材が設けられた平
面部材の外部接続端子６に対応する位置に開口を設ける。そして、開口が設けられた積層
部材および平面部材を保護層３の上に接して配置する。この方法は、積層部材を保護層３
の上に配置した後に外部接続端子６に対応する部分を切り取る方法よりも、製造プロセス
を大幅に簡単にすることができる。
【００２６】
　次に、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法を図３を用いてより詳細に説明する。図３に
おいて、８は有機ＥＬ素子基板、９は開口部である。
　ガラス基材上に蒸着装置やスピンコーターなどの成膜装置により一対の電極と一対の電
極間に配置される有機化合物層とからなる有機ＥＬ素子の複数からなる有機ＥＬ素子群を
複数形成し、更に保護層３を形成する。
【００２７】
　次いで、フレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ）を接合するために設けられた電気信号
入出力用の外部接続端子６に対応する部分に開口部９を有する平面部材５を接着部材４で
有機ＥＬ素子群２が配置された基材１に貼り付ける。例えば、接着部材４として粘着剤を
予め平面部材５に積層しておき、これをロールラミネート法や真空ラミネート法などによ
って有機ＥＬ素子群２が配置された基材１に貼り付ければよい。また、必要に応じて加熱
しながら貼り付けてもよい。さらに、貼り付け後に接着部材４中の気泡を取り除くために
オートクレーブなどによって加熱加圧処理してもよい。
【００２８】



(6) JP 5201854 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

　こうして平面部材５を貼り付けたものを切断ライン７に沿って各パネル単位に切断する
。本発明における切断とは、ダイサーやカッター等によって切断される対象に直接刃を入
れて切断することだけではない。本発明における切断は、スクライバーによって切断され
る対象の表面に切り込みを入れた後に切り込み部に押圧を加えて分割することや、レーザ
ーによる切断も含むものである。切断方法としては、切断される材料がガラスの場合はダ
イアモンドカッターやレーザーによる方法、プラスチックの場合は切り刃や抜き刃による
方法などを種々選択して用いることが好ましい。
【００２９】
　本発明では、基材１および保護層３の切断は基材側から行う。保護層３を切断する際に
、まだ切断されていない積層部材４によって保護層３を固定するためである。ダイサーに
よって切断する場合には基材１、保護層３のみならず積層部材４、さらには平面部材５を
切断することができる。スクライバーを用いて切断する場合には基材１に切り込みを入れ
た後に積層部材側から押圧を加えることによって基材１および保護層３は切断される。こ
のとき積層部材４は切断されにくいため、積層部材４の切断は平面部材側からダイサーや
カッター等の刃によって平面部材５とともに直接切断することが好ましい。
【００３０】
　平面部材側から平面部材５および積層部材４を切断する場合には、切断ラインは必ずし
も基材側から切断する切断ラインと重なる必要はない。ただし、平面部材側から切断する
切断ラインと基材側から切断する切断ラインとが重なる場合には、切断カスの量が少なく
なり、また切断面積が小さくなり水分等の浸入をより効果的に妨げられるため好ましい。
【００３１】
　最後に、ＦＰＣを異方導電性接着剤などの導電性接着剤にて外部接続端子６に接合して
有機ＥＬパネルが完成する。
【実施例】
【００３２】
　以下、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法を具体的実施例に基づき詳細に説明する。な
お、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではなく、その本発明の要旨の範囲内で
種々変更することができる。
【００３３】
　（実施例）
　本発明の実施例を図３を用いて説明する。
【００３４】
　［平坦化膜］
　複数のパネルのＴＦＴ回路が形成されたガラス基材上にアクリル樹脂よりなる平坦化膜
をフォトリソグラフィー法にて形成し、回路による凹凸を平坦にした。
【００３５】
　［Ｃｒ電極形成］
　上記平坦化膜が形成されたガラス基材上にＣｒターゲットをＤＣスパッタし、陽極とし
て１００ｎｍの厚さにＣｒ膜を成膜した。この際、成膜マスクを用いて、２０μｍ×１０
０μｍの画素電極とした。Ａｒガスを用いて、０．２Ｐａの圧力、３００Ｗの投入電力条
件で行った。
【００３６】
　［大気開放］
　次に基材をスパッタ装置より取り出してアセトン、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）
で順次超音波洗浄し、次いでＩＰＡで煮沸洗浄後乾燥した。さらに、ＵＶ／オゾン洗浄し
た。
【００３７】
　［素子分離膜］
　各素子を分離するために、ポリイミド樹脂よりなる素子分離膜をフォトリソグラフィー
法にて形成した。
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【００３８】
　［前処理］
　有機ＥＬ蒸着装置へ移し、真空排気し、前処理室で基材付近に設けたリング状電極に５
０ＷのＲＦ電力を投入し酸素プラズマ洗浄処理を行った。酸素圧力は０．６Ｐａ、処理時
間は４０秒であった。
【００３９】
　［正孔輸送層形成］
　基材を前処理室より成膜室へ移動し、成膜室を、１×１０Ｅ（－４）Ｐａまで排気した
後、正孔輸送性を有するαＮＰＤを抵抗加熱蒸着法により成膜速度０．２～０．３ｎｍ／
ｓｅｃの条件で成膜、膜厚３５ｎｍ正孔輸送層を形成した。なお、正孔輸送層、発光層、
および電子注入層は、同一の蒸着マスクを用いることにより所定の部分に蒸着した。所定
の部分とは基材上で、画素電極であるＣｒが露出している部分である。
【００４０】
　［発光層形成］
　続いて正孔輸送層の上にアルキレート錯体であるＡｌｑ３を抵抗加熱蒸着法により正孔
輸送層と同様の成膜条件で成膜し、膜厚１５ｎｍの発光層を形成した。
【００４１】
　［電子注入電極層形成］
　次に、発光層の上に抵抗加熱共蒸着法によりＡｌｑ３と炭酸セシウム（Ｃｓ２ＣＯ３）
を膜厚比９：１の割合で混合されるよう、各々の蒸着速度を調整して成膜し、膜厚３５ｎ
ｍの電子注入層を形成した。詳しくは、それぞれの蒸着ボートにセットした材料を抵抗加
熱方式で蒸発させ、有機層、共蒸着層それぞれのボート電流値を調整することで、あわせ
て０．５ｎｍ／ｓｅｃの蒸着速度で膜形成を行った。
　こうして、正孔輸送層、発光層、電子注入電極層からなる有機ＥＬ層を形成した。
【００４２】
　［陰極（透明導電膜）形成］
　別の成膜室に基材を移し、電子注入層の上にＩＴＯターゲットを用いてＤＣマグネトロ
ンスパッタリング法により、膜厚が１３０ｎｍになるよう成膜し、ＩＴＯからなる陰極を
形成した。
【００４３】
　［保護層形成］
　最後に、保護層の形成を行った。すなわち、前記陰極の上にプラズマＣＶＤ法を用いて
、厚さ１μｍの窒化シリコン膜を堆積した。この時、後述する実装工程でＦＰＣを接続す
る電極パッド部のみはマスクによって窒化シリコン膜が堆積しないようにした。それ以外
は複数のパネルにわたって全面に窒化シリコン膜を堆積した。
【００４４】
　以上のようにして、ＴＦＴ回路が形成されたガラス基材上に、平坦化膜、陽極、素子分
離膜、正孔輸送層、発光層、電子注入電極層、陰極及び保護層を設け、有機ＥＬ基板８を
作製した。
【００４５】
　［円偏光部材貼り付け］
　次いで、電極パッド部に対応する部分に打ち抜き加工によって開口部９を設けた粘着剤
付き円偏光部材をロールラミネーターを用いて位置合わせしながら有機ＥＬ基板８に貼り
付けた。その後、粘着材中の気泡を除去するためにオートクレーブを用いて２気圧の条件
下で５０℃／１０分の加熱を行った。
【００４６】
　［切断］
　複数のパネルを有する有機ＥＬ基板８を基材側からダイアモンド回転刃を具備した精密
ガラススクライバーを用いて切断し、円偏光部材および粘着材をカッターにて切断するこ
とによって個々のパネルに分離した。
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【００４７】
　［実装］
　最後に有機ＥＬパネルを駆動させるための駆動回路を接続するのに必要なＦＰＣの実装
を行った。すなわち、有機ＥＬパネルの外部接続端子にＦＰＣを異方性導電性フィルムで
熱圧着を行い、ＦＰＣを接合した。
【００４８】
　＜評価＞
　以上のような工程によって１０個の有機ＥＬパネルを作製した。このパネルの切断面を
光学顕微鏡で観察したところ、防湿層にクラック、剥離は認められなかった。さらに、６
０℃／９０％ＲＨの環境下に１０００時間保管する高温高湿試験を行った後、外観を目視
及び光学顕微鏡で観察したところ問題は認められなかった。また、高温高湿試験後、陽極
、陰極間に電圧を印加して評価した有機ＥＬパネルの発光特性にも異常は認められなかっ
た。
【００４９】
　（比較例）
　実施例において、防湿層までは同様にして有機ＥＬ基板を作製した。
　複数のパネルを有するこの有機ＥＬ基板をダイアモンド回転刃を具備した精密ガラスス
クライバーを用いて基板側から切断して個々のパネルに分離した。
【００５０】
　次いで、粘着剤付き円偏光部材をロールラミネーターを用いて位置合わせしながら個々
のパネルに貼り付けた。その後、粘着材中の気泡を除去するためにオートクレーブを用い
て２気圧の条件下で５０℃／１０分の加熱を行った。
　最後に実施例と同様にして電極パッド部にＦＰＣを接合した。
【００５１】
　＜評価＞
　以上のような工程によって１０個の有機ＥＬパネルを作製した。このパネルの切断面を
光学顕微鏡で観察したところ、防湿層にクラックが認められ、切断部から最大で０．５ｍ
ｍ程度の剥離も発生していた。さらに、６０℃／９０％ＲＨの環境下に１０００時間保管
する高温高湿試験を行った後、外観を目視及び光学顕微鏡で観察したところ、クラックが
さらにパネル内側にまで進行していた。高温高湿試験後の有機ＥＬパネルを発光させたと
ころ、パネル周辺部の画素の有機ＥＬ層が劣化して発光効率が低下しており、一部画素が
発光していないことが確認された。
【００５２】
　一方、切断部のクラックとは無関係に非発光領域が観測されるパネルがあった。このパ
ネルの非発光領域を観察したところ、円偏光部材と防湿層との間に切断時に生じたカレッ
トと思われる異物が付着しており、円偏光部材貼り付け時にこの異物が押されたことに起
因する防湿層のクラックが非発光の原因であることが判明した。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る有機ＥＬパネルの製造方法の１実施形態を説明する断面模式図であ
る。
【図２】本発明に係る有機ＥＬパネルの製造方法の１実施形態を説明する平面模式図であ
る。
【図３】本発明に係る有機ＥＬパネルの製造方法の工程を説明する平面模式図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　基材
　２　有機ＥＬ素子群
　３　保護層
　４　積層部材
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　５　平面部材
　６　外部接続端子
　７　切断ライン
　８　有機ＥＬ基板
　９　開口部

【図１】 【図２】
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